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医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する
知事の意見について
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医師法第16条の10の規定に基づく知事の意見について

○医師法（昭和23年法律第201号）（抜粋）
第十六条の十 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようと
するとき（当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定め
る場合に限る。）は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
５ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関す
る計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の八繰下・一部改正）

第十六条の十一 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特
に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に
対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請された
ときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の九繰下）

➢ 日本専門医機構（以下「機構」という）及び関係学会は、専門医制度整備指針等及び専門研修プロ
グラム整備基準等について、厚生労働大臣に対して意見を聴き、厚生労働大臣が意見を述べるに当
たって、都道府県知事の意見を聴く

➢ 都道府県知事は意見を述べるに当たって、地域医療対策協議会の意見を聴く
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2024年度専攻医の採用数（佐賀県）
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充足率：27.0%

佐賀大学：39/137名
（28.5%）

肥前精神：8/8名
（100.0%）

その他 ：1/33名
（3.0%）

※肥前精神のうち、
2名はダブルボードの
ためシーリング対象外。
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皮膚科

佐賀大学

精神科

NHO肥前精神医療センター

好生館

2024年度 （参考）

2023年度

採用数

内科

領域/基幹施設

好生館

佐賀大学

唐津赤十字病院

小児科

佐賀大学

外科

好生館

佐賀大学

整形外科

佐賀大学

佐賀大学

好生館

眼科

領域/基幹施設

（参考）

2023年度

採用数

2024年度

耳鼻咽喉科

佐賀大学

泌尿器科

佐賀大学

脳神経外科

佐賀大学

百武整形外科病院

城内病院

やよいがおか鹿毛病院

産婦人科

佐賀大学

佐賀大学

好生館

佐賀大学

放射線科

佐賀大学

麻酔科

佐賀大学

好生館

病理

佐賀大学

臨床検査

佐賀大学

救急科

好生館

唐津市民病院きたはた

JCHO佐賀中部病院

佐賀医療生協神野診療所

計

形成外科

佐賀大学

リハビリテーション科

佐賀大学

総合診療

佐賀大学



2025年度専攻医募集におけるシーリング数の考え方について（日本専門医機構案）
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シーリング数について（案）



2025年度専攻医募集におけるシーリング数の考え方について（日本専門医機構案）
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2025年度専攻医募集におけるシーリング数の考え方について（日本専門医機構案）
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佐賀県の2025年度専攻医募集におけるシーリングについて（精神科以外）
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✓シーリング対象
2018医師数
＞2018&2024必要医師数

✓例外
過去３年採用数平均が５以下
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佐賀県の2025年度専攻医募集におけるシーリングについて（精神科）
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✓ 特別地域連携プログラム



知事の意見（案）
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○診療科別の定員配置に関する意見

都道府県別、診療科別シーリングの必要医師数の算定過程や基礎データを提供する
こと。
特に、当県の麻酔科は過去３年間の採用数が少なかったためシーリング対象外とさ

れているが、当県では、常勤麻酔科医が恒常的に不足し、近隣他県大学からスポット
的に派遣してもらってかろうじて救急医療や産科医療の崩壊を防いでいる医療機関も
あるなど危機的な状況にあり、当県の実情と2024年度の必要医師数を達成するための
年間養成数は大きく乖離している。
麻酔科専門医のニーズは手術麻酔に限らず、ペインクリニック、緩和ケア及び集中

治療等の領域に広がっており、麻酔の安全を確保し、質の高い医療を維持するには、
常勤麻酔科医の不足を解消する必要がある。麻酔科医の必要医師数の算定においては
これらの実情を勘案すべきである。
また、当県による麻酔科専攻医の確保に向けた努力の結果、採用数が増加し、シー

リングの対象となれば、上記の状況を改善することが極めて難しくなる。このことか
らも各都道府県において必要医師数を検証し、その算定に係る具体的な意見を表明す
ることができるよう、十分な情報を開示すること。



参 考
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【参考】令和６年度シーリング計算方法のまとめ①
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【参考】令和６年度シーリング計算方法のまとめ②
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【参考】シーリングに関する研究の報告
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【参考】医師法第16条の10に基づく国への意見提出について
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・2025年度プログラム募集シーリング数（案）
・2025年度特別地域連携枠（案）

都道府県別・診療科別のシーリングを踏まえ、地域の医療提供体制に与える影響への配慮の観点
から改善を求める意見を、地域医療対策協議会の意見を聞いたうえで、厚生労働省に提出すること。

＜確認事項＞

① 令和７年度（2025年度）シーリング案に関する意見

② 個別のプログラムに関する意見

③ 複数の基幹施設設置に関する意見（小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科及び救急科のみ）

④ 診療科別の定員配置に関する意見

⑤ 各診療領域のプログラムに共通する意見（その他）

日本専門医機構から国及び都道府県への情報提供

国から都道府県への意見等の照会内容
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